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今治市子ども・子育て支援事業計画（第２期）に係る地域子ども・子育て支援事業の実施方針について 

 

【地域子ども・子育て支援事業】 

№ 事業名 事業概要 
第１期計画 

実 施 状 況  

１ 利用者支援事業 
子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必

要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整を実施する事業です。 
実施 

２ 地域子育て支援拠点事業 
 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言
その他の援助を行う事業です。 

実施 

３ 妊婦健康診査 
 妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、②検査計
測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業です。 

実施 

４ 乳児家庭全戸訪問事業 
 生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握
を行う事業です。 

実施 

５ 養育支援訪問事業 
 養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことによ
り、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

実施 

６ 
子どもを守る地域 

ネットワーク機能強化事業 

要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、調整機関職員やネ
ットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関間の連携強化を図る取組を実施する
事業です。 

実施 

７ 子育て短期支援事業 
 保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、
児童擁護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。 

実施 

８ 
ファミリー・サポート 

 ・センター事業 

 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けるこ
とを希望する者と、当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業
です。 

実施 

９ 一時預かり事業 

 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、認
定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う
事業です。 

実施 

10 延長保育事業 
 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、認定こど
も園、保育所等で保育を実施する事業です。 

実施 

11 病児保育事業 
 病児について、病院・保育所等付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等を実
施する事業です。 

実施 

12 放課後児童クラブ 
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校の

余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。 
実施 

13 
実費徴収に係る 

 補足給付を行う事業 

 実費徴収を行うことが出来ることとされている①食事の提供に要する費用及び②日用品、文房具等の
購入に要する費用等について、低所得世帯を対象に費用の一部を補助する事業です。（①は新制度未移行
園に限り、②は移行済の園に限ります。） 

 

無償化前：生活保護世帯に属する児童に係る副食材料費（1 号のみ）、教材費・行事費の一部を補助 

未実施 

14 
多様な事業者の参入促進 

 ・能力活用事業 

 多様な事業者の新規参入を支援するほか、特別な支援が必要な子どもを受け入れる認定こども園の設
置者に対して、必要な費用の一部を補助する事業です。（後段は対象施設無し） 

未実施 

資料２ 



実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について 
資料３ 

 

今治市子ども・子育て支援事業計画（第１期） 

第４章 施策展開 

２ 子育て支援の充実 

  (１) 地域子ども・子育て支援事業の充実 

【１－12 実費徴収に係る補足給付を行う事業】 

  事業内容                                

  

実費徴収を行うことが出来ることとされている食事の提供に要する費用について、子ども・子 

育て支援新制度未移行園に子どもを通園させる低所得世帯を対象に費用の一部を補助すること 

で負担の軽減を図るとともに、新制度移行園に子どもを通園させる低所得世帯との負担の均衡 

を図ります。 

 

 確保策                                 

 

現在、新制度未移行園は陸地部に２園のみとなっております。今後の量の見込みに対して、十

分な提供体制を確保していきます。 

 

ア 陸地部 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

（単位：人） 令和元年度 

①量の見込み 91 

②確保の内容 91 

②－① 0 

 

イ 島嶼部 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

（単位：人） 令和元年度 

①量の見込み 0 

②確保の内容 0 

②－① 0 

 


